
証券コード　3810

平成28年８月16日

株 主 各 位
東京都杉並区和泉一丁目22番19号

サイバーステップ株式会社
代表取締役社長 佐 藤 　 類

第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第16期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年８月30日（火曜日）

午後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成28年８月31日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都杉並区和泉一丁目22番19号　朝日生命代田橋ビル４階

本社　大会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第16期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第16期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案　取締役５名選任の件

第２号議案　監査役１名選任の件

第３号議案　資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス
http://corp.cyberstep.com/）に掲載させていただきます。

－ 1 －



（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府及び日銀による財政・金融

政策を背景に企業収益や雇用環境の改善がみられるなど、緩やかな回復基調

にありました。一方で、消費税率の引き上げや円安の進行による物価上昇が

影響し、個人消費の改善には鈍さがみられました。

　わが国のオンラインゲーム・ソーシャルゲーム市場においては、引き続き

ユーザー数は伸びているものの、提供タイトルが増加しており、ユーザーの

獲得競争が続いております。また、ソーシャルネットワークサービスやWebブ

ラウザゲームなどが幅広い層へと広がっており、事業環境の変化が続いてお

ります。

　このような環境のもと、当社グループは国際競争力のあるオンラインゲー

ム・ソーシャルゲームの開発を続け、既存ゲームタイトルは引き続きユーザ

ーの皆様から高い評価をいただいているものの、費用面において前期に引き

続き海外・国内共に増加し、業績向上に向けた各種施策を行いましたが大き

く回復するには至りませんでした。

　こうした状況のもと、当連結会計年度におけるロイヤリティー等売上高は

152百万円（前連結会計年度比19.1％増）、自社運営売上高は1,603百万円（同

20.0％増）、売上高合計で1,755百万円（同19.9％増）となりました。利益面

においては、営業損失289百万円（連結会計年度比は営業損失292百万円）、

貸倒損失23百万、為替差損56百万等を含む経常損失は384百万円（連結会計年

度比は経常損失398百万円）、ソフトウエアの減損損失444百万等を含む税金

等調整前当期純損失805百万円（連結会計年度比は税金等調整前当期純損失

407百万円）となりました。

　海外からのロイヤリティー収入及びライセンス料入金に係る外国税額につ

いて控除しきれない金額が発生し、法人税等22百万円（同29.7％減）計上し、

終的な親会社株主に帰属する当期純損失は827百万円（連結会計年度比は親

会社株主に帰属する当期純損失439百万円）となりました。

　なお、当社グループの事業はオンラインゲーム・ソーシャルゲーム事業の

単一セグメントであるため、セグメント情報ごとの記載をしておりません。
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②　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額

は37百万円であり、その主なものは、当社の提供するオンライン・ソーシ

ャル開発に伴う工具器具備品23百万円であります。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 １３ 期

(平成25年５月期)

第 １４ 期

(平成26年５月期)

第 １５ 期

(平成27年５月期)

第 １６ 期
(当連結会計年度)
(平成28年５月期)

売 上 高(千円) 1,363,659 1,393,812 1,464,128 1,755,545

親会社株主に帰属する

当期純利益又は当期純

損 失 ( △ )
(千円) 410,869 △6,020 △439,291 △827,558

１株当たり当期純利益

又は１株当たり当期純損

失 ( △ )
19円90銭 △2円80銭 △163円79銭 △175円79銭

総 資 産(千円) 1,078,236 1,371,657 2,120,017 1,295,769

純 資 産(千円) 819,645 901,442 1,603,185 897,616

１ 株 当 た り 純 資 産 額 380円95銭 365円36銭 362円89銭 183円18銭

②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第 １３ 期

(平成25年５月期)
第 １４ 期

(平成26年５月期)
第 １５ 期

(平成27年５月期)

第 １６ 期
(当事業年度)

(平成28年５月期)

売 上 高(千円) 844,288 844,757 802,805 1,287,657

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 28,630 65,653 △411,952 △835,840

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

又は１株当たり当期純損失(△)
13円87銭 30円56銭 △153円59銭 △177円55銭

総 資 産(千円) 957,344 1,346,502 2,074,722 1,271,566

純 資 産(千円) 719,437 900,647 1,614,804 900,072

１ 株 当 た り 純 資 産 額 332円42銭 365円02銭 365円56銭 183円70銭

　（注）当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており

ます。なお、第13期における１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額については、

当該株式分割が第13期の期首に行われたものとして算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

CyberStep Communications, Inc. 510千US$ 100.0％
オンラインゲームの運営及
び業務代行

CyberStep Entertainment, Inc. 50,000千WON 100.0％
オンラインゲームの運営及
び業務代行

CyberStep Games B.V. 18千EUR 100.0％
オンラインゲームの運営及
び業務代行

CyberStep HongKong Limited 386千HKD 100.0％
オンラインゲームの運営及
び業務代行

CyberStep Brasil, Ltda. 100千BRL
100.0％
(0.2％)

オンラインゲームの運営及
び業務代行

CyberStep Philippines Inc. 1,694千PHP 100.0％
オンラインゲームの運営及
び業務代行

PT. CyberStep Jakarta Games 3,517百万IDR
100.0％
(10.0％)

オンラインゲームの運営及
び業務代行

バハムト株式会社 1,000千円 100.0％ 広告代理サービスなど

　（注）議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合の内数であります。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、まだ小規模であり多額の開発コストを必要とする種類の

ゲームを開発することは得策でないと考えています。また、大規模投資を要

さないゲーム開発において他社と競合するジャンルで当社グループが新たな

人気ゲームタイトルを確立することは難しいと考えております。そこで当社

グループは、当社グループの得意技術を活用して手がけてきた３Ｄオンライ

ンアクションゲームに加え、斬新な発想力と独自の開発力を活かし、新たな

ジャンルでのゲームを提案してまいります。

このような状況下、当社グループはグローバル規模で変化を続けるオンラ

インゲーム・ソーシャルゲーム業界の経営環境に適応していくため、対処す

べき課題を以下のように定め、取り組んでいく所存です。

－ 4 －



①　『ゲットアンプド』（米国での名称『Splash Fighters』、以下『ゲット

アンプド』に含むものとする）、『鋼鉄戦記Ｃ２１』『ゲットアンプド

２』『コズミックブレイク』『鬼斬』『コズミックブレイク２』『コズ

ミックブレイク　ソラの戦団』運営によるユーザーサービス及び認知度

の維持・拡大

　当社グループは以前より、『ゲットアンプド』『鋼鉄戦記Ｃ２１』をユ

ーザーにとって常に新鮮味のある魅力的なゲームにするために、新しいア

イテム提供や機能の改善/追加等、ユーザーの興味を魅きつける努力を常に

行ってまいりましたが、今後も各国でのユーザーサービスを継続していく

とともに、『ゲットアンプド』『鋼鉄戦記Ｃ２１』『ゲットアンプド２』

『コズミックブレイク』『鬼斬』『コズミックブレイク２』『コズミック

ブレイク　ソラの戦団』を通じ当社グループの認知度の維持・拡大を行っ

ていくことが重要課題であると考えております。

②　新規タイトルの開発体制の増強及び収益拡大

　一般的に、ゲームタイトルは開発したもの全てが十分な収益をあげられ

るとは限らず、今後はオンラインゲーム・ソーシャルゲーム市場の更なる

発展とともに、競合となるゲームタイトルがさらに増加し、同時にゲーム

タイトルの入れ替えサイクルも早くなることが予想されます。当社グルー

プとしては、事業の安定化を図るためには、常に新しいゲームタイトルの

開発を、複数同時並行で行えるような体制を構築することが必要です。こ

れにより、新しいゲームタイトルのリリースに要する期間が短縮され、収

益の安定化につながるものと考えております。

③　自社でのオンラインゲーム・ソーシャルゲームサービス提供

　当社グループはオンラインゲーム・ソーシャルゲームの開発に主眼を置

いて事業を展開してまいりましたが、開発完了からサービス開始までの期

間をより短くし、かつ、ユーザーの声を直接聞いて、ゲームタイトルの改

善、新規タイトル開発へすばやく反映させるためには、自社でゲーム運営

を行うことは非常に大きいメリットがあると考えております。

　日本及びアジア・欧米地域におけるオンラインゲーム・ソーシャルゲー

ムの一般的な認知度はまだ十分に発展の余地があると考えておりますが、

当社グループは、今後も日本をはじめ海外各国においてオンラインゲー

ム・ソーシャルゲーム市場の拡大は可能であり、徐々にユーザーの数が増

えていくものと予測しております。この潜在顧客をいかに確保するかが日
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本及びアジア・欧米地域における自社運営サービスの課題であります。当

社グループではライセンス契約を締結したアジア各国の運営会社へのサポ

ート経験をベースに、自社でのオンラインゲーム・ソーシャルゲームサー

ビス提供を通じてユーザーのニーズを的確に把握し、ゲーム開発やユーザ

ーサポートにタイムリーに反映し、当社グループのファンとなっていただ

けるユーザーの獲得に努め、今後の事業展開に活かしていく所存でありま

す。

④　人的資源の確保

当社グループが今後継続的に成長していくためには、ゲーム開発プラン

ナー、プログラマー、デザイナー、ネットワーク技術者、ゲームマスター、

マーケティング担当者及び拡大する組織に対応するための管理者等の優秀

な人材を確保していくことが非常に重要であります。また日本ではオンラ

インゲーム・ソーシャルゲーム市場がまだ成長期であるため、オンライン

ゲーム・ソーシャルゲームビジネスに関与した経験のある人材の絶対数が

限られており、これらの人材をいかに教育していくかも非常に重要である

と認識しております。

(5) 主要な事業内容（平成28年５月31日現在）

＜ライセンス供与＞

製品化したゲームの版権に関し、韓国、中国、タイ、インドネシア、シン

ガポール、マレーシア、フィリピン、ベトナムなど各国のオンラインゲーム・

ソーシャルゲーム運営会社とライセンス契約を締結し、その運営権を与えて

おります。この契約に基づき、当社は運営会社から契約締結時に発生する契

約金（ライセンス料）を徴収し、ゲームサービス提供開始後は、運営会社が

ユーザーより徴収するサービスの利用料、すなわちオンラインゲーム・ソー

シャルゲーム上でアイテムの使用権を購入したことにより課金される料金に

連動して、その一定率をロイヤリティーとして徴収しております。

＜自社運営サービス＞

ゲーム運営会社を介さずに当社グループが自社でオンラインゲーム・ソー

シャルゲームサービスを提供するサーバー群を用意し、自社でマーケティン

グ活動を行って直接ユーザーにオンラインゲーム・ソーシャルゲームサービ

スを提供しております。
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(6) 主要な事業所（平成28年５月31日現在）

事　　　業　　　所 　 所 在 地

当社 本社：東京都杉並区

CyberStep Communications, Inc. 本社：米国カリフォルニア州

CyberStep Entertainment, Inc. 本社：韓国ソウル市

CyberStep Games B.V. 本社：オランダアムステルダム

CyberStep HongKong Limited 本社：香港湾仔区

CyberStep Brasil, Ltda. 本社：ブラジルサンパウロ州

CyberStep Philippines Inc. 本社：フィリピンマニラ

PT. CyberStep Jakarta Games 本社：インドネシアジャカルタ

バハムト株式会社 本社：東京都杉並区

(7) 使用人の状況（平成28年５月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数
前連結会計年
度末比の増減

オンラインゲーム・ソーシャルゲーム事業 222名 +33名

合 計 222名 +33名

（注）１．使用人数が前連結会計年度末と比べて、33名増加しましたのは、開発部門及び海外進

出を展開したためであります。

　　　２．使用人数は就業員数であります。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

184名 +39名 28.9歳 3.6年

（注）１．使用人数は就業員数であります。

　　　２．平均年齢及び平均勤続年数は、小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年５月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 78百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 121百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年５月31日現在）

①　発行可能株式総数 8,400,000株

②　発行済株式の総数 4,764,801株

③　株主数 3,156名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

佐 藤 　 類 931,400株 19.54％

大 和 田 　 　 　 豊 323,100株 6.78％

浅 　 原 　 慎 之 輔 297,600株 6.24％

小 川 雄 介 130,000株 2.72％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 83,200株 1.74％

大 坪 一 成 54,000株 1.13％

松 井 証 券 株 式 会 社 52,400株 1.09％

マ ネ ッ ク ス 証 券 株 式 会 社 50,220株 1.05％

山 本 大 助 50,000株 1.04％

井 深 博 光 49,000株 1.02％

（注）　持株比率は自己株式（44株）を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（平成28年５月31日現在）

発行決議日 平成27年９月７日

新株予約権の数 7,000個

新株予約権の目的となる株
式の種類と数

普通株式 700,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり

743円

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
37,900円

（１株当たり379円）

権利行使期間
平成27年10月１日から
平成29年９月30日まで

行使の条件 注

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数：
目的となる株式数：
保有者数：

7,000個
700,000株

４人

社外取締役 －

監査役 －

注　：権利行使時において当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあること。その

他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象

者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

発行決議日 平成27年８月５日

新株予約権の数 1,612個

新株予約権の目的とな
る株式の種類と数

普通株式 161,200株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権1個当たり

無償

新株予約権の行使に際
して出資される財産の
価額

新株予約権１個当たり
80,500円

（１株当たり805円）

権利行使期間
平成29年８月21日から
平成37年８月20日まで

行使の条件 注

使
用
人
等
へ
の
交
付
状
況

当社使用人
新株予約権の数：
目的となる株式数：
保有者数：

1,612個
161,200株

118人

子会社の役員
及び使用人

－

注　：権利行使時において当社の取締役、監査役または使用人たる地位にあること。その

他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象

者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成28年５月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 　 類

取 締 役 大 和 田 　 　 　 豊 研究開発グループ　プロデューサー

取 締 役 浅 　 原 　 慎 之 輔 先端技術開発室　室長

取 締 役 小 川 雄 介 新規開発グループ　プロデューサー

取 締 役 今 井 正 昭 経営管理室　室長

常 勤 監 査 役 大 山 弘 樹

監 査 役 河 上 吉 康 行政書士、社会保険労務士

監 査 役 清 水 有 高

（注）１．監査役河上吉康氏、監査役清水有高氏は社外監査役であります。

　　　２．当社は、東京証券取引所に対して、監査役清水有高氏を独立役員とする独立役員届出

　　　　　書を提出しております。

　　　３．取締役浅原慎之輔氏は平成28年５月31日をもって退任いたしました。

　　　４．取締役今井正昭氏は平成28年６月30日をもって退任いたしました。

②　取締役及び監査役の報酬等

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

5名
(－)

29,000千円
(－)

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3
(2)

2,400
(1,200)

合 計
（う　 ち　 社　 外　 役　 員）

8
(2)

31,400
(1,200)

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　２．取締役の報酬限度額は、次のとおりであります。

(1) 年額　200百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円）（平成19年８月24日開催の

第７期定時株主総会決議）

(2) 年額　15百万円以内（社外取締役を除く）（平成19年８月24日開催の第７期定時株

主総会決議）

上記(1) とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬

等の限度額として承認されております。

(3) 年額　60百万円以内（社外取締役を除く）（平成20年８月22日開催の第８期定時株

主総会決議）

上記(1) とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬

等の限度額として承認されております。
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　　　３．監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。

(1) 年額　40百万円以内（平成19年８月24日開催の第７期定時株主総会決議）

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

ハ．社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、100万円または同法第425

条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

③　社外役員に関する事項

イ．当事業年度における主な活動状況

・在籍期間における取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（19回開催） 監査役会（５回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

監 査 役 河 上 吉 康 5回 26％ 5回 100％

監 査 役 清 水 有 高 11回 58％ 5回 100％

・取締役会及び監査役会における発言状況

監査役河上吉康氏は、主に社会保険労務士としての専門的見地から意

見を述べるなど、取締役会及び監査役会の議案・審議等につき必要な

発言を適宜行っております。

監査役清水有高氏は、主に経営者としての見地から意見を述べるなど、

取締役会及び監査役会の議案・審議等につき必要な発言を適宜行って

おります。

上記の取締役会の開催数のほか、会社法第370条及び当社定款第19条第

３項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が

21回ありました。

ロ．社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、事業年度の末日において社外取締役を置いておりませんが、

当社事業の特性を踏まえた意思決定を取締役会で行うことを重視してお

り、社外取締役の選任は行っておりませんでした。もっとも、経営への

監督の強化という社外取締役の有効性については、当社もこれを認めて
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おりますが、取締役として重要な経営上の意思に参加していただく以上、

企業経営への理解に加えて、当社が属するゲーム業界に関する知見を有

した方である必要があり、また、経営への客観的な意見をいただくため、

当社経営者からの独立性を有する必要があると考えております。なお、

当社は、平成28年７月20日開催の取締役会において、社外取締役候補の

選任を決議いたしましたが、その後、取締役候補を見直す必要が生じた

ため、同月25日に当該候補の内定人事を取り消しております。そして、

現時点でこれらの要件を満たす適任者の方の選定に至っておりません。

一方で、業務の適法性につきましては、社外監査役２名を含む３名の

監査役により、経理、税務、法務などの観点から充実した監査が行われ

ており、現状のガバナンスに懸念はないものと考えております。

(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　アスカ監査法人

②　報酬等の額

ア ス カ 監 査 法 人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 12,300千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

12,300千円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
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③　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意した

理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関

する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した

結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお

ります。

④　非監査業務の内容

該当事項はありません。

⑤　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会

の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断

したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

⑥　責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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(5) 会社の体制及び方針

当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確

保するための体制

　当社は、「『財務報告に係る内部統制基本方針』」を多年度に亘る継続的取

り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行っております。また、年度

末毎に内部統制報告会を開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上

見出された問題点の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策

への取り組み状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っております。

その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・

運用に努めております。

　平成27年度におきましては、個人及び組織のコンプライアンスに対する意識

の向上を図るため、集合教育並びに研修教育を継続するとともに、全社員への

コンプライアンス意識の浸透・高揚に努めました。また、不正防止、自浄機能・

牽制機能の向上を目的として、内部通報窓口の周知活動を強化いたしました。

さらに、内部統制システムの運用上新たに見出された問題点等について適時・

適切に是正・改善し、必要に応じて再発防止への取り組みを実施してまいりま

した。

　以上のことから、平成27年度における当社の内部統制システムは有効に運用

されたものと判断しております。

　以下は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要です。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

取締役及び使用人は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの

信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより、人権を尊重し、関

係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会的良識をもっ

て、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバーステップ憲章を制定

した。この憲章を実効ならしめるため、経営トップ自らが問題解決にあた

る姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努めるものとする。ま

た、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任

を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行うものとする。
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については文書管理規程等に基づき保

存・管理するものとする。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常

時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門において個別

規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施などを行うものとし、

組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は、経営管理室が行うもの

とする。経営企画室は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その

結果を社長及び監査役に報告するものとする。また、リスクが顕在化した

場合には、経営管理室が中心となり、対応マニュアル等に基づき、迅速か

つ組織的な対応を行い、損害を 小限に抑える体制を整えるものとする。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、原則毎月１回開催し、重要事項について意思決定を行う。

その意思決定に基づき、必要に応じて常勤取締役と各部門長が具体的な業

務遂行の打合せを行い、各部門長は、取締役会の意思決定を着実に遂行す

る体制とする。

⑤　会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

経営管理室は、グループ会社における業務の適正を確保するため、関係

会社管理規程に基づき、定期的に経営管理状況の把握に努める。また、経

営企画室は、グループ各社において法令違反その他財務及びコンプライア

ンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく社長及び監査役に

報告するものとする。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事

項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役の職務の必

要に応じて補助使用人を置く方針とする。補助使用人は、兼任も可能とす

るが、当該職務を遂行するにあたっては取締役からの指揮命令は受けない

ものとする。
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⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人

から、重要事項の報告を受けるものとする。そのため取締役は、重要な会

議開催の日程を、監査役に連絡し必要に応じて出席を依頼するものとする。

また、次のような緊急事態が発生した場合には、取締役及び使用人は、

遅滞なく監査役に報告するものとする。

ⅰ）当社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上また

は財務上の諸問題

ⅱ）その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役及び部門長から、上記のとおり、重要事項につい

て、常に報告を受け、また調査を必要とする場合には経営管理室、経営企

画室に要請して、監査が効率的に行われる体制とする。また常勤監査役と

非常勤監査役の３名は３ヶ月に１回以上監査役会を開催し、重要事項につ

いて協議するほか、必要に応じて会計監査人との面談をもち、特に財務上

の問題点につき協議する。このような体制で、監査役監査がより実効的に

行われることを確保する。なお、平成28年7月27日に公表させていただいた

とおり、当社及び当社連結子会社において不明瞭な外部取引が行われ、費

用が過大に計上されている可能性がある事象が判明し、当該事象について

当社は、社内調査委員会より「第一次報告書」を受領しております。同委

員会からは平成28年８月末日を目処に 終報告書を受領する予定であり、

当該報告書において当社の内部統制システムの運用状況に関する指摘がな

された場合には、指摘に従い適切に対応していく所存です。
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(6) 会社の支配に関する基本方針

(ｲ) 基本方針の内容

当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委

ねるのが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれ

に応ずるか否かの判断についても、 終的には株主の皆様の自由意思に委

ねられるべきであると考えます。

しかしながら、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならな

いと考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企

業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株

主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役

会や株主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会

が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④買付者

の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会

社による買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。

(ﾛ) 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本

方針の実現に資する特別な取組み

当社では、多数の株主の皆様に長期的に継続して当社に投資していただ

くため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組

みとして、以下の取組みを実施しております。

これらの取組みは、上記(ｲ)の会社の支配に関する基本方針の実現に資す

るものと考えております。

①　企業価値向上への取組み

当社は、Network, Entertainment, Communicationを融合した新しい娯

楽を創造することを目指しております。各国の状況に応じたローカライ

ズを行い、各国のユーザーにより楽しんでいただけるオンラインゲー

ム・ソーシャルゲームを提供していくことが重要であると考えておりま

す。

当社の強みであるネットワーク技術を活かしたオンラインゲーム・ソ

ーシャルゲーム開発力をより高めながら、自社運営サービスの提供を通

じたユーザーに楽しんでいただくための創意工夫等を日々の業務の中で

積み上げていくことでユーザーの支持を獲得し、業績を向上させ、企業

価値を高めていくことが株主様をはじめとしたステークホルダーへの義
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務であると考えております。

企業が持続的に成長し、企業価値を高めていくためには、「収益性」

「成長性」「安定性」の３つの要素をバランスよく追求することが大切

でありますが、当社は未だ小規模のベンチャー企業でありますので、当

面は経営の安定性を確保しながらも企業規模を拡大成長させていくこと

が重要であると考えております。

そのための方策として、すでに進出済みの韓国、中国、台湾、香港、

タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピン、ベトナ

ム、ブラジル、オランダ等以外の国々へ、当社グループ及び当社グルー

プのオンラインゲーム・ソーシャルゲームの認知度を高めるべく自社運

営サービス及びライセンス供与を進めること、各国の運営会社との連携

を緊密にしながらサービスタイトルがヒットするよう努めること、当社

グループの強みである開発力を活かしオンラインゲーム・ソーシャルゲ

ーム及び関連製品の開発を今後も継続していくこと、を着実に実行して

まいります。

②　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の健全性、透明性を向上させ、企業価値を高めることを

コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。また、株主

を含めた全てのステークホルダーからの信頼に応えられる企業であるた

めに、適切な情報開示を行うなどの施策を講じ、コーポレート・ガバナ

ンスの充実を図ることを経営課題として位置づけております。

当社の企業価値の継続的増大を目的に、コーポレート・ガバナンスを

強化し、経営の健全性の向上に努めてまいります。

ⅰ）取締役及び使用人は会社が社会の一員であることを自覚し、社会か

らの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより、人権を尊

重し、関係法令、国際ルール及びその精神を遵守するとともに、社会

的良識をもって、持続可能な社会の創造に貢献するためにサイバース

テップ憲章を制定しております。この憲章を実効ならしめるため、経

営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、

再発防止に努めるものとしております。また、社会への迅速かつ的確

な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自ら

を含めて厳正な処分を行うものとしております。

ⅱ）当社は、監査役会設置会社であります。取締役会は原則として１ヶ

月に１回開催（監査役も毎回出席）し、取締役会規程に定められた付

議事項について積極的な議論を行っております。また、監査役は、２

名を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

車 両 運 搬 具

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

保 証 金

そ の 他

1,150,147

879,992

197,563

717

18,596

70,015

△16,737

145,622

63,315

28,571

34,423

321

595

595

81,711

30,974

50,565

170

流 動 負 債 339,185

買 掛 金 1,242

短 期 借 入 金 100,000

１年内返済予定の長期借入金 41,356

未 払 金 77,207

未 払 費 用 70,511

未 払 法 人 税 等 9,816

預 り 金 31,978

そ の 他 7,073

固 定 負 債 58,967

長 期 借 入 金 58,967

負 債 合 計 398,152

純 資 産 の 部

株 主 資 本 859,727

資 本 金 999,188

資 本 剰 余 金 987,299

利 益 剰 余 金 △1,126,733

自 己 株 式 △27

その他の包括利益累計額 13,088

為替換算調整勘定 13,088

新 株 予 約 権 24,801

純 資 産 合 計 897,616

資 産 合 計 1,295,769 負 債 純 資 産 合 計 1,295,769

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,755,545

売 上 原 価 412,975

売 上 総 利 益 1,342,570

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,632,026

営 業 損 失 （ △ ） △289,455

営 業 外 収 益

受 取 利 息 791

そ の 他 3,272 4,064

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,543

新 株 予 約 権 発 行 費 59

株 式 交 付 費 1,041

保 証 料 278

為 替 差 損 56,198

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 12,600

貸 倒 損 失 23,502

そ の 他 1,512 98,735

経 常 損 失 （ △ ） △384,127

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 24,017 24,017

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14

減 損 損 失 444,926 444,941

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △805,051

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 22,507 22,507

当 期 純 損 失 △827,558

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △827,558

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 935,723 923,834 △299,174 △27 1,560,355

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属す
る当期純損失(△)

－ － △827,558 － △827,558

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 ）

63,465 63,465 － － 126,930

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 63,465 63,465 △827,558 － △700,628

当 期 末 残 高 999,188 987,299 △1,126,733 △27 859,727

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

その他有価証券評
価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 852 12,207 13,060 29,769 1,603,185

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属す
る当期純損失(△)

－ － － － △827,558

新 株 の 発 行
（ 新 株 予 約 権 の 行 使 )

－ － － － 126,930

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

△852 880 27 △4,968 △4,940

連結会計年度中の変動額合計 △852 880 27 △4,968 △705,569

当 期 末 残 高 － 13,088 13,088 24,801 897,616

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数及び連結子会社の名称

・連結子会社の数　　　　　　　８社

・連結子会社の名称　　　　　　CyberStep Communications,Inc.

CyberStep Entertainment,Inc.

CyberStep Games B.V.

CyberStep HongKong Limited

CyberStep Brasil, Ltda.

CyberStep Philippines Inc.

PT. CyberStep Jakarta Games

バハムト株式会社

②　非連結子会社の数及び非連結子会社の名称

・非連結子会社の数　　　　　　３社

・非連結子会社の名称　　　　　CyberStep (Shanghai), Inc.

Cyberstep Turkey Bilgisayar Oyunları Limited Şirketi

　従来非連結子会社であった、CyberStep Russia Limited Liability Company及び

CyberStep Network Co.,Ltd.は当連結会計年度において清算完了しております。

・連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金等（持分に見合う額）はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

・持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称

非連結子会社　　　　　　　　CyberStep (Shanghai), Inc.

Cyberstep Turkey Bilgisayar Oyunları Limited Şirketi

関連会社　　　　　　　　　　QUOLIO株式会社

・持分法を適用しない理由

　持分法を適用しない非連結子会社はいずれも小規模であり、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金等（持分に見合う額）はいずれも連結計算書類に重要な影響を及

ぼしていないため、持分法を適用しておりません。

　なお、QUOLIO株式会社については、当連結会計年度において新たに株式を取得したこ

とにより、関連会社に該当することとなりました。
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(3) 連結子会社の事業年度に関する事項

　連結子会社のうち、CyberStep Entertainment,Inc.の決算日は３月31日であります。連結

計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、

連結会計年度の末日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

　・その他有価証券

　　　時価のあるもの　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

ロ．たな卸資産

　・商品　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。

　・貯蔵品　　　　　　　　　 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

　 （リース資産を除く）

当社は定率法、在外連結子会社は定額法によっておりま

す。（ただし、当社は平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定額法によっております。）

なお、当社の少額減価償却資産（取得価額が10万円以上

20万円未満の資産）については、３年間均等償却を採用

しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　８年～18年

工具器具備品　３年～10年

車両運搬具　　３年

ロ．無形固定資産

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法

によっております。

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算しております。
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⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項

・消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお

ります。

(5) 会計方針の変更

　企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結

合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成

25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結

会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として

計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合に

ついては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する

連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等

の表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基

準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従

っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。

(6) 表示方法の変更

　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」（前連

結会計年度52百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記するこ

とといたしました。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

定期預金（注） 450,063千円

②　担保に係る債務

短期借入金 100,000千円

1年内返済予定の長期借入金 33,352千円

長期借入金 45,000千円

　計 178,352千円

 （注）定期預金のうち300,063千円は当社代表取締役社長の佐藤の銀行借入に対する担保と

　　　 して提供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 143,014千円

(3) 保証債務

役員の銀行借入に対する保証 250,000千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,764,801株

(2) 当連結会計年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く｡ ）の目的となる株式の種類及び数

普通株式（新株予約権の数） 700,000株（7,000個）

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、原則として、資金運用については短期的な預金等による方針です。デリ

バティブはリスクを回避するために利用する可能性がありますが、投機的な取引は行わない

方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して、当

社は経理規程及び職務権限規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ご

とに期日及び残高を管理するとともに、財政状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽

減を行っております。連結子会社においても当社に準じて、同様の管理を行っております。

　海外向けの売上によって発生する外貨建の営業債権は為替の変動リスクに晒されており

ますが、主要な取引先とは円建取引契約を行うことで為替リスクの低減を図っております。

　営業債務である未払費用は全て３ヶ月以内の支払期日となっております。営業債務など

の流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社は、各部署からの報

告に基づき経営管理室が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持

などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社の流動性リスクにつきましても
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当社経営管理室において管理しております。

　借入金は主として運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部

は金利の変動リスクに晒されておりますが、当社経営管理室において金利動向をモニタリン

グし、ヘッジ手段の検討を含めた管理を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成28年５月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 879,992 1,378,735 －

(2) 売掛金 197,563 181,246 －

　　資産計 1,077,555 1,559,981 －

(1) 未払費用 70,511 72,552 －

(2) 未払金 77,207 77,207 －

(3) 未払法人税等 9,816 9,816 －

(4) 短期借入金 100,000 100,000 －

(5) 長期借入金（1年内返済予
定の長期借入金含む）

100,323 101,165 842

　　負債計 368,215 369,057 842

（注）金融商品の時価の算定方法

資産

（1)現金及び預金、並びに（2)売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

負債

（1)未払費用、（2)未払金、（3)未払法人税等、（4)短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

（5)長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

これは元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。

５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 183円18銭

(2) １株当たり親会社株主に帰属する当期純損失 △175円79銭
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貸　借　対　照　表
（平成28年５月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

立 替 金

未 収 収 益

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

車 両 運 搬 具

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

関連会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

保 証 金

貸 倒 引 当 金

973,565

736,939

131,039

488

18,596

19,245

78,185

4,233

21,340

△36,503

298,000

56,178

27,063

28,794

321

241,822

81,168

223,172

151

42,710

△105,380

流 動 負 債 312,526

買 掛 金 1,242

短 期 借 入 金 100,000

１年内返済予定の長期借入金 41,356

未 払 金 73,977

未 払 費 用 64,611

未 払 法 人 税 等 9,816

未 払 消 費 税 等 6,069

前 受 金 134

預 り 金 15,318

固 定 負 債 58,967

長 期 借 入 金 58,967

負 債 合 計 371,493

純 資 産 の 部

株 主 資 本 875,271

資 本 金 999,188

資 本 剰 余 金 987,299

資 本 準 備 金 987,299

利 益 剰 余 金 △1,111,189

その他利益剰余金 △1,111,189

繰越利益剰余金 △1,111,189

自 己 株 式 △27

新 株 予 約 権 24,801

純 資 産 合 計 900,072

資 産 合 計 1,271,566 負 債 純 資 産 合 計 1,271,566

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損　益　計　算　書

(平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,287,657

売 上 原 価 382,438

売 上 総 利 益 905,218

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,225,637

営 業 損 失 ( △ ) △320,418

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,038

経 営 指 導 料 82,180

そ の 他 827 86,045

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,530

支 払 保 証 料 278

新 株 予 約 権 発 行 費 59

株 式 交 付 費 1,041

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 87,871

為 替 差 損 58,615

貸 倒 損 失 2,624

そ の 他 1,256 155,278

経 常 損 失 ( △ ) △389,651

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 24,017 24,017

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14

減 損 損 失 444,926

関 係 会 社 株 式 評 価 損 4,236 449,177

税 引 前 当 期 純 損 失 （ △ ） △814,811

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,028 21,028

当 期 純 損 失 （ △ ） △835,840

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

(平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 935,723 923,834 △275,348 △27 1,584,181

当 期 変 動 額

当期純損失（△） － － △835,840 － △835,840

新株の発行(新株予
約 権 の 行 使 ）

63,465 63,465 － － 126,930

株主資本以外の当期変動
額 ( 純 額 )

－ － － － －

事業年度中の変動額合計 63,465 63,465 △835,840 － △708,910

当 期 末 残 高 999,188 987,299 △1,111,189 △27 875,271

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 852 852 29,769 1,614,804

当 期 変 動 額

当期純損失（△） － － － △835,840

新株の発行(新株予
約 権 の 行 使 ）

－ － － 126,930

株主資本以外の当期変動
額 ( 純 額 )

△852 △852 △4,968 △5,821

事業年度中の変動額合計 △852 △852 △4,968 △714,731

当 期 末 残 高 - - 24,801 900,072

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

　・子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

　・その他有価証券

　　時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用してお

ります。

・貯蔵品　　　　　　　　　　　 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法）によっておりま

す。なお、少額減価償却資産（取得価額が10万円以上20

万円未満の資産）については、３年間均等償却を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　８年～18年

工具器具備品　３年～10年

車両運搬具　　３年

②　無形固定資産

・自社利用のソフトウエア　　　社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法

　　　　　　　　　　　　　　　を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

・消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用して

　　　　　　　　　　　　　　　おります。
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２．会社方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結

合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平

成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準という。）等を当事業年度から適用し、取得

関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事

業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原

価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更し

ております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　企業結合会計基準等の適用については、気行結合会計基準第58－２項(4)に定める経過的

な取扱に従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。　　

　これによる計算書類に与える影響はありません。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

定期預金（注） 450,063千円

②　担保に係る債務

短期借入金 100,000千円

1年内返済予定の長期借入金 33,352千円

長期借入金 45,000千円

　計 178,352千円

 （注）定期預金のうち300,063千円は当社代表取締役社長の佐藤の銀行借入に対する担保と

　　　 して提供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 128,132千円

(3) 保証債務

役員の銀行借入に対する保証 250,000千円

(4) 区分表示していない関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 85,859千円

短期金銭債務 10,692千円

(5) 取締役及び監査役に対する金銭債権の総額

短期金銭債権 7,732千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

①　売上高 31,012千円

②　その他の営業取引

③　営業取引以外の取引高

7,590千円

84,617千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 44株

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） （千円）

貸倒引当金 7,376

未払事業税

未払事業所税

1,152

726

貸倒損失 1,228

外国税概算計上額 913

その他 168

繰延税金資産（流動）小計 15,396

評価性引当額 △15,396

合計 －

繰延税金資産（固定） （千円）

繰越欠損金 263,387

減損損失 136,663

繰越外国税額控除 21,647

関係会社株式評価損

貸倒引当金

17,284

32,341

株式報酬費用 1,165

仮払外国税 11,108

その他 4,367

繰延税金資産（固定）小計 487,966

評価性引当額 △487,966

合計 －
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７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 役員及び個人主要株主等

種 類 会社等の名称又は氏名 関連当事者との関係
議決権等の所有
(被 所 有)割 合

(％)
取引の内容

取引金額
(千　円)

科 目
期末残高
(千　円)

役 員 佐 藤 　 類 当社代表取締役社長 19.5

債務被保証
（注1）

25,323 － －

債 務 保 証
（注2)

250,000 － －

担 保 提 供
（注3)

300,063 － －

(2) 子会社及び関連会社

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者 と
の 関 係

取引内容
取引金額
（千円）

科 目
期末残高
（千円）

子 会 社

CyberStep 
Communications, 
Inc.

所有
直接　100.0％

資金援助
役員の兼任

資金の貸付
（注4）

－
関 係 会 社
長 期 貸 付
金

88,752

CyberStep 
Entertainment, 
Inc.

所有
直接　100.0％

資金援助
役員の兼任

資金の貸付
（注4）

－
関 係 会 社
長 期 貸 付
金

74,480

経費の立替 14,437
立 替 金
（ 注 7 ）

11,650

CyberStep Games 
B.V.

所有
直接　100.0％

資金援助
役員の兼任

資金の貸付
（注4）

－
関 係 会 社
長 期 貸 付
金（注6）

30,900

CyberStep 
HongKong Limited

所有
直接　100.0％

資金援助
役員の兼任

経費の立替 90,192 立 替 金 42,380

経 営 指 導
（注5）

82,180 － －

CyberStep 

Philippines Inc.
所有
直接　100.0％

資金援助
役員の兼任

資金の貸付
（注4）

7,560
関 係 会 社
長 期 貸 付
金

19,040

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）取引銀行からの長期借入金及び短期借入金について債務保証を受けているものであり、保

証料の支払は行っておりません。

（注2）同氏の金融機関からの借入に対して債務保証を行っているものであり、保証料の受領はし

ておりません。

（注3）同氏の金融機関からの借入に対して定期預金を担保提供しているものであります。

（注4）資金の貸付については、市場金利を考慮して決定しております。

（注5）経営指導料については、業績の内容を勘案して決定しております。

（注6）子会社への貸付金に対し、105,380千円の貸倒引当金を計上し、当事業年度において71,487

千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

（注7）子会社への立替金に対し、11,620千円の貸倒引当金を計上し、当事業年度において11,620

千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 183円70銭

(2) １株当たり当期純損失 △177円55銭
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年８月５日

サイバーステップ株式会社

取締役会　御中

アスカ監査法人
指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 田 中 大 丸 

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 石　渡　裕一朗 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サイバーステップ株式会社の平成27

年６月１日から平成28年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、サイバーステップ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該

連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

　以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年８月５日

サイバーステップ株式会社

取締役会　御中

アスカ監査法人
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 田 中 大 丸 

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石　渡　裕一朗 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サイバーステップ株式会社の

平成27年６月１日から平成28年５月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について

監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

　以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年6月1日から平成28年5月31日までの第16期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を
図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事
業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方
針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第5号イの留意した事
項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状
況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子
会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報
告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ
て説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
　　平成28年７月20日付「平成28年５月期決算発表再延期のお知らせ」にて

公表いたしましたとおり、当社及び当社連結子会社において不明瞭な外部
取引が行われている可能性のある事象が判明いたしましたことにつき、平
成28年７月25日付「社内調査委員会の「第一次報告書」受領に関するお知
らせ」にて公表いたしました第一次報告書を前提とし監査を行いました
が、現在調査中であり事業報告等の監査結果を留保します。

　　なお、事業報告などの監査結果は、社内調査委員会から、平成28年８月
末を目処に 終報告書が提出される予定であり、その 終報告書により再
度の監査を実施します。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人アスカ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成28年８月５日

サイバーステップ株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 大 山 　 弘 樹 

監 査 役 河 上 　 吉 康 

監 査 役 清 水 　 有 高 

（注）上記監査役河上吉康、清水有高は、会社法第２条第16号及び第335条第

３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役５名選任の件

　平成28年５月31日をもって取締役浅原慎之輔氏が辞任、平成28年６月30日をも

って取締役今井正昭氏が辞任し、また、本総会終結の時をもって取締役３名が任

期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

１
さとう　　　　るい

佐　藤　　　類
(昭和52年７月14日生)

平成12年４月　創業

平成12年７月　サイバーステップ・ドット・コム有限会社（現

　　　　　　　当社）設立、取締役就任

平成13年８月　株式会社への組織変更と同時に当社代表取締役

　　　　　　　社長就任

平成17年７月　当社代表取締役会長就任

平成18年11月　当社代表取締役社長就任（現任）

931,400株

２
おおわだ　　ゆたか

大和田　　　豊
(昭和53年３月20日生)

平成12年７月　サイバーステップ・ドット・コム有限会社（現

　　　　　　　当社）入社

平成19年８月　当社取締役就任（現任）
323,100株

３
おがわ　　ゆうすけ

小　川　雄　介
(昭和54年２月17日生)

平成13年５月　当社入社

平成22年11月　当社事業開発グループ　プロデューサー（現

　　　　　　　任）

平成23年８月　当社取締役就任（現任）

130,000株

４
※

おちあい　しげまさ

落　合　重　正
(昭和47年９月１日生)

平成20年１月　当社入社

平成28年７月　当社経営管理室　室長（現任）
11,800株

５
※

いしい　　ゆういち

石　居　優　一
(昭和56年12月１日生)

平成20年２月　当社株式会社入社

平成28年６月　当社経営企画室　リーダー（現任）
－株

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

　　　２．※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　３．会社法施行規則第74条の２に規定する社外取締役を置くことが相当でない理由につきまして

　　　　　は、本招集通知12頁の事業報告「(3)会社役員の状況　③社外役員に関する事項　ロ．社外取

　　　　　締役を置くことが相当でない理由」に記載しております。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　監査体制の強化、充実を図るため監査役１名を増員することとし、選任をお願

いするものであります。なお、新たに選任される監査役の任期は、当社の定款の

定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までとなります。

　本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名

（生年月日）

略歴、当社における地位

（重要な兼職の状況）

所 有 す る

当社の株式数

さかもと　　まもる

坂　本　　　衛
(昭和35年１月18日生)

昭和59年４月　日立西部ソフトウェア株式会社（現株式会社日

　　　　　　　立ソリューションズ)入社

平成16年４月　株式会社ギガプライズ入社

平成18年６月　同社取締役就任

平成23年10月　株式会社コーディング設立、代表取締役就任

　　　　　　　（現任）

平成27年11月　株式会社アドテック技術顧問就任(現任）

－株

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

　　　２．坂本衛氏は、企業経営における豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の社外監査役と

　　　　　して、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、

　　　　　社外監査役候補者としております。
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第３号議案　資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

　当社は、過年度及び第16期事業年度において当期純損失を計上し、繰越利益剰

余金の欠損額923,320,548円を計上するに至っております。

　この欠損金を補填して、早期に財務体質の健全化を図り、機動的かつ柔軟な資

本政策を実現すること、及び課税標準の抑制を目的とし、今後の成長戦略を実現

するための財務戦略の一環として、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を

行うことといたしました。

　具体的には、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定にもとづき、資本

準備金の額を減少したうえで、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、

会社法第452条にもとづき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替

え、欠損の補填に充当いたします。

　なお、本議案は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振り替え処理で

あり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更を生じるものではなく、１株当

たりの純資産額にも変更を生じるものではございません。

(1)資本準備金の額の減少の内容

　①減少する資本準備金の額

　　平成28年５月31日現在の資本準備金987,299,314円のうち、923,320,548円を

　減少させ、その同額をその他資本剰余金に振り替えます。

　②資本準備金の額の減少が効力を生じる日

　　平成28年10月５日（予定）

(2)剰余金の処分の内容

　　会社法第452条の規定にもとづき、上記(1)の資本準備金の額の減少の効力発

　生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰

　余金923,320,548円の全額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に

　充当いたします。

　①減少する剰余金の項目及びその額

　　その他資本剰余金　　　923,320,548円

　②増加する剰余金の項目及びその額

　　繰越利益剰余金　　　　923,320,548円

以　上
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メ　　モ
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－ 43 －



株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都杉並区和泉一丁目22番19号朝日生命代田橋ビル

本社　４階　大会議室

交通：京王線　代田橋駅北口から徒歩10分

「COOL　BIZ」スタイルでの株主総会開催について

　当社は省エネルギー及び節電への取り組みとして、第16期定時株主総会を、

当社の役員及び係員がノー・ネクタイの「COOL　BIZ」スタイルにて開催させて

いただく予定です。

　なにとぞ、趣旨をご理解いただき、ご了承くださいますようお願い申しあげ

ます。
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